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Ｑ
４　

借
金
が
あ
る
か
ら
税
金
が

払
え
ま
せ
ん
。

Ａ
４　

納
税
は
国
民
の
義
務
で
す
。

地
方
税
法
第　

条
に
よ
り
、「
税
金

１４

は
借
金
を
含
む
す
べ
て
の
債
務
に

優
先
す
る
」
と
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
借
金
の
返
済
が
あ
る
の
で
、

納
付
し
な
く
て
も
良
い
と
い
う
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

Ｑ
５　

な
ぜ
、
い
き
な
り
差
し
押

さ
え
を
す
る
の
？

Ａ
５　

市
税
な
ど
は
納
期
内
に
納

付
す
る
の
が
原
則
で
す
。
納
期
を

経
過
し
「
督
促
状
を
発
送
し
た
日

か
ら　

日
を
経
過
し
た
日
ま
で
に

１０

完
納
さ
れ
な
け
れ
ば
差
し
押
さ
え

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
国
税

徴
収
法
・
地
方
税
法
に
規
定
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
財
産
を
隠
ぺ

い
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
た
め
、
滞

納
処
分
の
事
前
通
知
は
し
て
い
ま

せ
ん
。

Ｑ
６　

滞
納
額
が
少
額
で
も
滞
納

処
分
す
る
の
？

Ａ
６　

督
促
状
発
送
後
も
納
付
さ

れ
な
い
状
況
が
続
け
ば
、
滞
納
額

の
多
少
に
か
か
わ
ら
ず
滞
納
処
分

は
執
行
さ
れ
ま
す
。

Ｑ
７　

滞
納
処
分
の
前
に
自
宅
訪

問
は
し
な
い
の
？

Ａ
７　
　

㌫
以
上
の
納
税
者
は
、

９０

納
期
ま
で
に
、
き
ち
ん
と
ご
自
身

　

納
税
や
滞
納
処
分
に
関
す
る
、

皆
さ
ん
か
ら
の
主
な
質
問
を
、
ご

紹
介
し
ま
す
。

Ｑ
１　

税
金
を
滞
納
し
た
ら
ど
う

な
る
の
？

Ａ
１　

国
税
徴
収
法
の
規
定
に
基

づ
き
、
勤
務
先
な
ど
に
財
産
調
査

を
行
い
ま
す
の
で
、
滞
納
し
て
い

る
事
実
が
知
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
年　

・
６

１４

㌫
の
延
滞
金
が
加
算
さ
れ
る
だ

け
で
な
く
、
滞
納
処
分
が
執
行
さ

れ
、
大
切
な
財
産
や
社
会
的
信
用

を
失
う
こ
と
に
な
る
場
合
も
あ
り

ま
す
。

Ｑ
２　

納
期
ま
で
に
納
付
し
な
い

と
、
す
ぐ
差
し
押
さ
え
に
な
る
の

？Ａ
２　

そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。「
つ
い
、
う
っ
か
り
」
納

付
す
る
の
を
忘
れ
て
い
る
だ
け
の

方
も
い
ま
す
の
で
、
す
ぐ
に
滞
納

処
分
を
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
納
期
限
後　

日
前
後
に
督
促

２０

状
を
送
付
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ

れ
で
も
納
付
の
な
い
場
合
は
、
滞

納
処
分
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

Ｑ
３　

財
産
を
勝
手
に
調
べ
ら
れ

た
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
で
は

な
い
の
？

Ａ
３　

市
税
な
ど
を
滞
納
す
る
と
、

国
税
徴
収
法
・
地
方
税
法
の
規
定

に
基
づ
き
、
滞
納
者
の
財
産
に
対

す
る
調
査
権
が
発
生
し
ま
す
。
こ

の
権
限
に
よ
り
、
調
査
を
受
け
た

勤
務
先
な
ど
の
関
係
機
関
は
情
報

を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
滞
納
者
に
対
す
る
財
産
調

査
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
法
律
に
は
抵
触
し
ま
せ
ん
。

で
納
付
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

滞
納
処
分
が
執
行
さ
れ
る
ま
で
に

は
、
必
ず
事
前
に
督
促
状
な
ど
の

通
知
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
の
通
知
に
は
「
滞
納
金
額
の
納

付
期
限
」
や
「
納
税
相
談
の
要
請
」

な
ど
、
重
要
な
事
項
が
記
載
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
必
ず
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。
滞
納
処
分
を
執
行
す

る
に
当
た
り
、
自
宅
訪
問
を
し
て

納
税
を
催
告
す
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。

Ｑ
８　

分
割
納
付
し
て
い
れ
ば
、

差
し
押
さ
え
は
し
な
い
の
？

Ａ
８　

分
割
納
付
は
法
に
定
め
ら

れ
た
も
の
で
は
な
く
、
相
談
者
の

事
情
を
勘
案
し
た
特
別
な
措
置
で

す
。
分
割
納
付
の
約
束
を
履
行
し

て
い
て
も
、
一
括
で
納
付
で
き
る

だ
け
の
財
産
が
あ
れ
ば
、
滞
納
処

分
は
執
行
し
ま
す
。

Ｑ
９　

滞
納
処
分
は
少
し
で
も
払

え
ば
解
除
に
な
る
の
？

Ａ
９　

滞
納
処
分
後
、
滞
納
金
額

の
一
部
を
納
付
し
て
も
、
差
し
押

さ
え
解
除
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
延

滞
金
を
含
む
滞
納
額
の
全
額
が
完

納
と
な
る
ま
で
、
滞
納
処
分
は
継

続
さ
れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
納
税
課
緯
４
７
０
・

７
７
３
０
へ
。

　平日に市役所や金融機関に行くのが困難な方
や、事情があり納期限内での納付が困難な方を
対象に、夜間・休日納税相談窓口を開設します。
　【日時】夜間窓口＝１０月２６日（水）・２７日（木）、
いずれも午後８時まで▽休日窓口＝１０月２９日
（土）・３０日（日）、いずれも午前９時〜午後４時
　【会場】納税課（市役所２階）
　【内容】①納税相談②納付受け付け
　【ご注意】相談の場合は、事前に来庁の日時を
ご連絡ください。介護保険料・保育園保育料・
学童保育料は、納付書を持参していただければ
領収します。また、納税証明書などの発行や課
税の相談はできません。

夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜間間間間間間間間間間・・・・・・・・・・休休休休休休休休休休日日日日日日日日日日納納納納納納納納納納税税税税税税税税税税相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓口口口口口口口口口口をををををををををを開開開開開開開開開開夜間・休日納税相談窓口を開設設設設設設設設設設設

　

東
京
文
化
財
ウ
ィ
ー
ク
に
関
連

し
た
企
画
事
業
は　

月　

日（
水
）

１１

３０

ま
で
の
期
間
で
行
わ
れ
ま
す
。
都

が
作
成
し
た
事
業
内
容
に
関
す
る

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
は
、
文
化
財
め
ぐ

り
の
解
説
書
と
し
て
も
便
利
で
、

市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
２

階
）
や
郷
土
資
料
室
（
わ
く
わ
く

健
康
プ
ラ
ザ
内
）、市
内
の
各
図
書

館
、
ま
ろ
に
え
ホ
ー
ル
（
生
涯
学

習
セ
ン
タ
ー
）
な
ど
で
配
布
し
て

い
ま
す
。

　

今
年
の
東
久
留
米
市
の
事
業
は

次
の
通
り
で
す
。

■
企
画
事
業
＝
歴
史
講
座

江
戸
の
村
シ
リ
ー
ズ
１

米
津
家
大
名
墓
所
と
旧
前
沢
村

（
指
定
文
化
財
の
特
別
公
開
）

　

①
都
指
定
史
跡
「
米
津
家
大
名

墓
所
」
＝
都
内
の
多
摩
地
域
で
は

唯
一
の
大
名
墓
所
で
、
現
地
解
説

を
行
い
ま
す
②
米
津
家
関
係
資
料

③
市
指
定
文
化
財
「
明
治
時
代
地

引
絵
図
～
前
沢
村
～
」（
市
所
有
）

＝
明
治
時
代
初
期
の
絵
図
の
特
別

公
開

　
【
日
時
】　

月
３
日
（
祝
）
午
後

１１

２
時
か
ら
（
約
１
時
間
）

　
【
会
場
】
米
津
寺
（
幸
町
４
ノ
２

ノ　

。
西
武
バ
ス
「
中
央
図
書
館

４０
入
口
」
バ
ス
停
か
ら
徒
歩
３
分
）

　
【
参
加
費
】
無
料

　

※
申
し
込
み
は
不
要
で
す
。
当

日
直
接
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
【
日
時
】　

月　

日
（
日
）
午
前

１１

１３

　

時
に
西
武
バ
ス「
柳
窪
一
丁
目
」

１０バ
ス
停
付
近
集
合
（
見
学
な
ど
、

所
要
時
間
は
約
２
時
間
）

　
【
見
学
場
所
】
柳
窪
地
域

　
【
定
員
】　

人
（
応
募
者
多
数
の

３０

場
合
は
抽
選
）

　
【
参
加
費
】
無
料
（
保
険
料　

円
５０

程
度
自
己
負
担
）

　

申
し
込
み
は　

月　

日
（
水
）

１０

２６

ま
で
に
（
消
印
有
効
）、
往
復
は
が

き
（
一
人
１
枚
）
に
住
所
・
氏
名
・

年
齢
・
電
話
番
号
を
記
入
の
上
、

〒
２
０
３－

０
０
３
３
、
滝
山
４

ノ
３
ノ　

、
わ
く
わ
く
健
康
プ
ラ

１４

ザ
内
、
郷
土
資
料
室
あ
て
郵
送
を
。

■
公
開
事
業

　

都
指
定
史
跡
の
①
「
新
山
（
に

い
や
ま
）遺
跡
」②「
下
里
本
邑（
ほ

ん
む
ら
）
遺
跡
」、
市
指
定
史
跡
の

③
「
小
山
台
遺
跡
」
が
見
学
で
き

ま
す
。

　
【
内
容
】
次
の
通
り

　

①
「
新
山
遺
跡
」（
下
里
３

ノ　

、
下
里
中
学
校
校
庭
北

２１
側
道
路
）
＝
縄
文
時
代
柄
鏡

形
住
居
跡

　

②
「
下
里
本
邑
遺
跡
」（
野

火
止
３
ノ
４
、
下
里
第
２
住

宅
内
）
＝
遺
跡
公
園
・
遺
跡

館
（
外
部
か
ら
遺
跡
の
様
子

や
旧
石
器
時
代
～
平
安
時
代

の
出
土
遺
物
が
見
ら
れ
る
施

設
）

　

③
「
小
山
台
遺
跡
」（
小
山

１
ノ　

）
＝
遺
跡
公
園
・
縄

１０

文
時
代
復
元
住
居
跡
（
随
時

見
学
が
で
き
ま
す
）

な
お
、
大
名
墓
所
は
午
前　

時
～

１０

午
後
４
時
の
間
で
、
自
由
に
見
学

が
で
き
ま
す
。

江
戸
の
村
シ
リ
ー
ズ
２

旧
柳
窪
村
集
落
特
別
見
学
会　

（
江
戸
か
ら
明
治
の
古
民
家
と　

文
化
財
を
訪
ね
て
）

　

江
戸
時
代
初
期
に
成
立
し
た
旧

柳
窪
村
に
は
、
今
で
も
当
時
の
文

化
財
や
自
然
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て

い
ま
す
。
地
域
の
皆
さ
ん
の
ご
協

力
に
よ
り
、
江
戸
～
明
治
時
代
の

古
民
家
４
軒
な
ど
を
見
学
し
ま
す
。

周
辺
の
寺
社
や
石
碑
・
石
仏
な
ど

の
文
化
財
、
柳
窪
緑
地
保
全
地
域

や
東
京
の
名
湧
（
ゆ
う
）
水
な
ど

を
巡
り
な
が
ら
、
晩
秋
の
柳
窪
地

域
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

　

※
東
京
文
化
財
ウ
ィ
ー
ク
２
０

０
５
都
知
事
賞
受
賞
事
業
。

国の登録有形文化財「村野家住宅主屋」

柳窪地域の屋敷林

国国
のの
登
録
有
形
文
化

登
録
有
形
文
化
財財「
村
野
家
住
宅
」

「
村
野
家
住
宅
」特
別
見
学
会

特
別
見
学
会

東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化財財財財財財財財財財財財財財財財財財財財財ウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーククククククククククククククククククククク２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２０００００００００００００００００００００１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１東京文化財ウィーク２０１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１
１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１００００００００００００００００００００００月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土）））））））））））））））））））））日（土）～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日月６日（日））））））））））））））））））））））

　

東
京
文
化
財
ウ
ィ
ー
ク
は
、
都
内
各
地
に
あ
る
文
化
財
を

一
斉
に
公
開
し
、
都
民
に
親
し
ん
で
い
た
だ
く
た
め
に
毎
年

行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

　

各
市
区
町
村
は
文
化
財
の
公
開
事
業
の
ほ
か
、
見
学
会
や

講
座
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
企
画
事
業
を
実
施
し
ま
す
。

　

秋
の
一
日
、
身
近
な
歴
史
と
文
化
に
触
れ
て
み
て
は
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。

　

詳
し
く
は
東
京
文
化
財
ウ
ィ
ー
ク
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http:

//w
w
w
.syougai.m

etro.tokyo.jp/sesaku/w
eek.htm

l

）

ま
た
は
、
市
郷
土
資
料
室
緯
４
７
２
・
０
０
５
１
（
文
化
財

ウ
ィ
ー
ク
ガ
イ
ド
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
）
へ
。

市指定文化財の「明治時代地引絵図～前沢村～」

　

今
年
１
月
に
国
の
登
録
有

形
文
化
財
と
な
っ
た
、
緑
深

い
柳
窪
地
域
に
残
る
江
戸
時

代
の
主
屋
を
中
心
と
す
る

「
村
野
家
住
宅
」（
主
屋
・
離

れ
・
土
蔵
３
棟
・
薬
医
門
・
中

雀
門
）
の
特
別
見
学
会
で
す
。

　

顧
想
園
サ
ポ
ー
ト
ク
ラ
ブ

が
主
催
し
、
市
教
育
委
員
会

が
協
力
し
て
行
わ
れ
ま
す
。

　
【
日
程
】①　

月　

日（
木
）

１０

２７

②　

月　

日
（
祝
）

１１

２３

　
【
時
間
】午
前　

時
か
ら
と
、

１０

午
後
１
時
か
ら

　
【
会
場
】
村
野
家
住
宅
（
柳

窪
４
ノ　

ノ　

。
西
武
バ
ス

１５

４１

「
柳
窪
一
丁
目
」
バ
ス
停
か

ら
徒
歩
７
分
。
途
中
案
内
表

示
あ
り
）

　
【
定
員
】
各
回　

人
（
応
募

３０

者
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

　
【
参
加
費
】
５
０
０
円
（
資

料
代
・
茶
菓
子
代
・
維
持
協

力
費
）

　

申
し
込
み
は
①
が　

月　
１０

２０

日
（
木
）
ま
で
、
②
が　

月
１１

４
日
（
金
）
ま
で
に
（
消
印

有
効
）、
往
復
は
が
き
（
一
人

１
枚
）
に
住
所
・
氏
名
・
年

齢
・
電
話
番
号
・
希
望
日
時

（
第
２
希
望
可
）
を
記
入
の

上
、
〒
２
０
３－

０
０
４
４
、

柳
窪
４
ノ　

ノ　

、
村
野
家

１５

４１

内
、「
顧
想
園
サ
ポ
ー
ト
ク
ラ

ブ
事
務
局
」
あ
て
郵
送
を
。

　

詳
し
く
は
同
サ
ポ
ー
ト
ク

ラ
ブ
・
黛
（
ま
ゆ
ず
み
）
緯

４
７
４
・
７
２
６
０
へ
。

旧柳窪村集落特別見学会の様子
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都指定史跡の「米津家大名墓所」


